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◆問い合せ先　秘書行革課（☎ 82-1135）

◆◇水曜日の窓口サービス延長時間のご利用を◇◆
　市役所では毎週水曜日，市民課，税務課の証明書発行お
よび税の収納窓口業務を午後 7 時まで延長しています。ぜ
ひ，ご利用ください。（※転入・転出事務等，証明書発行
以外の事務は行っていません。）
　なお，同時間帯に試行として 1 年間以上実施してきた「そ
の他の公金の収納業務」（右記）につきましては，利用者
が非常に少ないことなどから，11 月末をもって取りやめ
ることにしました。皆様のご理解をお願いします。

・介護保険料　・国民健康保険料　・公営住宅使用料
・下水道使用料　・その他，市税を除く公金

◉その他の公金の収納業務

※上記の公金についても，事前にご連絡があれば担
当課の職員が残って応対するなど，対応させてい
ただきます。

パブリック
コメント

「協働のまちづくり」の推進に向けてみなさんのご意見をお聞かせください。
【問い合せ先】秘書行革課（☎82-1135/E-mail:hisho-gyokaku@city.sanyo-onoda.lg.jp)市民意見公募制度

【意見を募集します】 公共下水道事業計画（素案）

　この計画案は，都市計画法および下水道法の規定
により定めるものです。長期的・総合的視点に立っ
て汚水を適正に処理するために，公共下水道として
整備すべき全体計画区域と，今後，約 7年間で整備
可能となる事業認可区域等を示したものです。
　ぜひ閲覧いただき，市民のみなさんのご意見をお
聞かせください。

◉意見を提出できる人
○市内に住所がある人
○市内に事務所または事業所を有する個人・法人・

団体
○市内の事務所または事業所に勤務する人
○市内の学校に通学する人

◉計画の閲覧場所
市役所別館 2 階下水道課，総合事務所地域行政課，
南支所，埴生支所，厚陽出張所で閲覧できます。

※市ホームページにも掲載しています。
◉意見の提出方法

郵送，FAX，持参または E-mail で提出してください。
（口頭および電話での受付はいたしません。）また，
書面の様式は任意としますが，住所，氏名（ふり
がな）または団体の名称，代表者氏名，事務所の

所在地および電話番号を明記してください。（住所・
氏名等が公表されることはありません。）

◉意見等の公表
いただいた意見等については，内容を検討し，市と
しての考え方を示したうえで公表します。ただし，
賛否のみを記した意見，当該計画等に内容が合致し
ない意見，住所・氏名等を記していない意見などは，
公表しないものとします。なお，類似の意見は，ま
とめて公表することがあります。また，提出された
意見等に対する個別の回答はいたしません。

◉問い合せ・意見の提出先
〒 756-8601　
山陽小野田市日の出一丁目１番１号
下水道課（☎ 82-1165 ／ FAX 84-7129）
E-mail：gesui@city.sanyo-onoda.lg.jp

平成 21 年度から「下水道事業受益者負担金前納報奨金制度」を廃止します。
皆様のご理解をお願いします。

※市民のみなさまへ

募集期間
　11月 17日㈪

〜 12月 16日㈫

募集期間
　11月 17日㈪

〜 12月 16日㈫
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盛況に終わった「山陽小野田市民まつり」
　10月25日・26日，「第 3回山陽小野田市民まつり」
が開催され，若干天候が崩れたものの，両日とも大勢
の方にご来場いただき，盛況のうちに終えることがで
きました。限られた予算の中で，祭りの企画・運営に
携わっていただいた小野田青年会議所，小野田・山陽
の両商工会議所青年部のみなさんの準備段階からの
ご労苦は想像に難くありません。みなさんの献身的な
活動にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
　この時季は，市民祭りに前後し，毎週のように開催
される市内各地のお祭りにご招待をいただきます。都
合がつく限り出席するようにしていますが，年に一度の
お祭りを楽しみに集まってこられる地域の方々の楽し
そうな笑顔を見るだけで，こちらまで元気づけられる
想いがします。祭りは人を，地域を元気にし，活性化
し，それがまちの活力を産みだします。その「活力」こ
そが今の山陽小野田市には，何よりも大切なものだと，
市民祭りをリードした青年たちの，達成感いっぱいの
笑顔が物語っているようでした。

「職員提案」制度についてご紹介します
　市職員を対象に，市民サービスの向上に結びつくア
イデアを募集する「職員提案」制度を平成17年度か
ら行っています。昨年度は，「文書管理システムの導入」
と「電話応対マナーの改善」の2件について採用し，
先日，表彰をおこないました。すでに稼働し，内部の

事務処理の効率化に大きく貢献した前者と，市民との
接遇マナーについて再徹底を促した後者は，いずれも，
その効果はもちろんのこと，職員，つまり市役所内部
から意識改革をすすめていこうという姿勢が形となって
現れたものという点で大いに評価に値するものです。
　「効率的な行財政運営」とはまさに「言うは易く行う
は難し」ではありますが，「千里の道も一歩から」と言
われるように，コツコツと積み上げていくしか成らない
ものです。「職員提案」という形で，その "一歩 "を職
員が自らの足で踏み出そうとしたことについては，手放
しでうれしく思います。改革の " 芽 "を更に伸ばそうと
奮闘する，改革の "目 "をもった職員が次々と現れる
ことを期待しています。
　今月号より，このコラムのページの下に「サポート寄
附（ふるさと納税）」の累計額を掲載することにしました。
本格的に取り組んでまだ 3か月ですが，予想を超える
額の寄附をいただいています。次号では，その現状な
どご報告をする予定にしています。引き続き，市民のみ
なさんも呼びかけをお願いします。

対話の日【いずれの会場も19:00から】　

　  11月27日(木)ケアセンターさんよう

   　12月11日(木)港 町 自 治 会 館

�

アメリカの教職員が本市を視察訪問しました

サポート寄附（ふるさと納税） 本年度累計 【15 件】 620,000 円 （11 月 5 日現在）

　10月20日から1 週間の日程で，アメリカの教職員 16 人が
本市に滞在し，市内の学校を視察しました。意見交換会では，
本市が行っている「生活改善・学力向上プロジェクト」につい
て多くの質問があり，関心の高さがうかがえました。「（山陽小
野田市と）似たような試みを，ある地区で行ったところ，一定
の成果がでたので，今では州全体に広がっている」と先駆的
な取組みを紹介してくれたのはニューヨーク州の教員。教育改
革の手法は世界共通なのかもしれませんね。

▲熱心に授業を視察する訪問団（厚狭中学校）

市長から市民のみなさんへ
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10 月 25 日 ,26 日の 2 日間にかけて行われた「山陽小

野田市民まつり」。埴生漁港での「お祝い夢花火」に続

き迎えた本祭は，朝からあいにくの雨模様。にもかかわ

らず，会場となった江汐公園には，3 万 5 千人の人々が

足を運びました。みんなの思いが通じたのか，午後には

雨もあがり，多くの来場者は秋の一日を満喫ました。

「お祝い夢花火」が秋空を彩った前夜
祭，さまざまなイベントが行われた
江汐公園での本祭。多くの人が足を
運びました。

健康，結婚，出産，長寿・・・。
さまざまな祝いや願いを込めて，
空高く打ち上げられました。

▲大人から子どもまで夢中になったもちまき

▲ 6 千発の夢花火は，秋の澄んだ夜空を色とりどりに染めました。

山陽小野田市民まつり

お祝い 花火夢
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「ジャグリングも
熱気球も楽しかったよ。」

●姉妹と友達で来た
　なかよし4人組（市内在住）

「ジャグリングやもちまき，
キャラクターショーが楽し
かったよ。熱気球は最初は
怖かったけど，とてもおも
しろかったよ。」

「多くの人にご来場いた
だき，感謝しています。」

●市民まつりプロジェクト委
　員会委員長　八

やつはし

橋 志
し の ぶ

暢さん

「今年の市民まつりは楽し
んでいただけましたか。あ
いにくの雨にもかかわら
ず，ご来場いただき，あり
がとうごさいました。」

●まつりを企画して ●まつりに参加して

3 万 5 千人が足を運んだ江汐公園。
会場のあちらこちらで催されるイ
ベントは，多くの参加者でにぎわ
いました。

▲ 子 ど も に 大 人 気
だったミニ SL。

【写真上】多くの家族づれでにぎわった青空レストラン。【写真下】迫力満点のキャラクターにびっくり。

祭本
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その他　0％

家や車等の
修繕費
1％

その他　8％

一般会計の決算

269 億8,716万円
〜 13億 7千万円の増額 〜

268億2,625万円
〜 13億円の増額 〜

平成 19 年度の一般会計の決算額は，歳入が 269 億
8,716 万円，歳出が 268 億 2,625 万円で，歳入・歳
出ともに前年度比 10 億円以上の増額となりました。
これは土地取得特別会計を廃止し，土地取得特別会

実質収支は1億2,386万円の黒字

歳入

歳出 区分 19年度決算額 18年度決算額
人 件 費 58 億 5,891 万円 55 億 6,435 万円 食費・税金
物 件 費 23 億　248 万円 24 億 8,310 万円 光熱水費
維 持 補 修 費 1 億 4,858 万円 1 億 5,733 万円 家や車等の修繕費
扶 助 費 43 億 4,967 万円 40 億 9,354 万円 教育費・医療費等
補 助 費 等 21 億 2,835 万円 21 億 5,389 万円 お祝い金・慶弔等
公 債 費 35 億 6,543 万円 34 億 2,104 万円 ローンの返済
繰 出 金 30 億 6,454 万円 31 億　178 万円 家族への仕送り
投 資 的 経 費 33 億 8,064 万円 30 億　883 万円 家の増築等
その他（基金等） 20 億 2,765 万円 15 億 4,211 万円

家計で言うと

区分 19年度決算額 18年度決算額
市 税 105 億 1,217 万円 99 億 9,668 万円 本人の給料
分担金・負担金 2 億 6,995 万円 3 億 7,108 万円

家族の
バイト代

使用料・手数料 6 億 5,248 万円 5 億 2,153 万円
財 産 収 入 3 億 8,642 万円 1 億 3,670 万円
諸 収 入 25 億 8,517 万円 21 億 9,574 万円
地 方 交 付 税 33 億 8,524 万円 37 億 9,507 万円

実家からの
援助

地 方 譲 与 税 2 億 3,837 万円 7 億 3,952 万円
交 付 金 9 億 5,948 万円 11 億 5,358 万円
国 庫 支 出 金 25 億 3,768 万円 25 億 5,020 万円
県 支 出 金 15 億 2,782 万円 18 億 4,065 万円
繰 入 金 16 億 4,360 万円 6,162 万円 貯金の取り崩し
市 債 20 億 9,590 万円 20 億 2,420 万円 借金
そ の 他 1 億 9,288 万円 2 億 2,999 万円

家計で言うと

計が所有していた土地を買い戻したため，大幅な増
額となっています。歳入から歳出を差し引いた形式
収支は 1億 6,091 万円，このうち翌年度に繰り越さ
れた事業に関する事業費 3,705 万円を差し引いた額
1 億 2,386 万円が実質的な黒字額となります。

【人　件　費】　退職者数増に伴う退職手当の増などにより２億 9 千万円の増額
【扶　助　費】　児童手当，生活保護費の支出増などにより２億 5 千万円の増額
【投資的経費】　土地取得特別会計廃止に伴う土地買戻しなどにより３億７千万円の増額
【そ　の　他】　財政調整基金への積立金の増額などにより４億８千万円の増額

【市　　　税】　所得税から市県民税への税源移譲の影響で 5 億 1 千万円の増額
【地方譲与税】　所得譲与税の廃止により 5 億円の減額
【繰　入　金】　土地開発基金廃止に伴う繰り入れにより 15 億 8 千万円の増額

歳入の主な増減

歳出の主な増額

まちの家計簿｜一般会計・特別会計

の 家 計 簿ま ち

一般会計・特別会計の決算報告
一般会計・特別会計

平成 19 年度の決算が市議会で認定されましたので「一般会計」「特別会計」の
順に報告します。【問い合せ先】　財政課（☎ 82-1131）
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特別会計の決算

基金残高（現金）

地方債残高

会計名 歳入 歳出
訪問看護ステーション事業 3,301 万円 2,790 万円
土 地 取 得 11 億　182 万円 11 億　182 万円
駐 車 場 事 業 6,143 万円 3,341 万円
国 民 健 康 保 険 73 億 5,493 万円 73 億 3,195 万円
介 護 保 険 42 億 9,947 万円 40 億 6,979 万円
老 人 医 療 83 億　397 万円 82 億 9,387 万円
地 方 卸 売 市 場 事 業 1,121 万円 1,105 万円
下 水 道 事 業 35 億 7,272 万円 35 億 6,682 万円
農 業 集 落 排 水 事 業 8,437 万円 8,422 万円
小 型 自 動 車 競 走 事 業 127 億 2,395 万円 136 億 4,858 万円

一般会計の歳出額約268億円を市民１人
あたりで計算すると約40万円。
そのお金は次のように使いました。

※平成 20 年 3 月 31 日現在の人口 67,039 人で計算しています

その他
（市の運営など）

14 万 2 千円

消防や
防災対策のため

1 万 7 千円

学校教育や文化
スポーツのため

3 万 2 千円

農林水産業
商工業のため

市民の健康を
守るため

11 万円

1 万 8 千円

ごみ処理や
環境を守るため

3 万 5 千円

道路・公園など
まちの整備のため

4 万 6 千円

みんなのお金の使い道

◦決算年度末時（平成20年3月31日現在） 22 億 1,046 万円

◦出納閉鎖時（平成 20 年 5 月 31 日現在） 11 億 9,252 万円

◦一般会計 286 億 7,022 万円

◦特別会計 217 億 1,123 万円

◦合計 503 億 8,145 万円
（市民一人あたり：約 75 万円）

※市民一人あたりの額は，平成 20 年 3 月 31 日現在の人口 67,039 人で計算しています

経常収支比率　99.6%
※平成 18 年度　97.7％

合併特例債
合併特例債とは，合併を行った市町
村がまちづくりの推進のため市町村
建設計画に基づいて行う事業や基金
を造成するために，その財源として
借り入れることのできる地方債（借
金）のことをいいます。合併年度お
よびこれに続く 10 か年度に借り入
れることができ，本市は平成 16 年
度に合併をしましたので，これに続
く 10 か年度ということで平成 26 年
度まで借り入れることができます。
合併特例債は対象事業費の約 95％
借り入れることができ，その元利償
還金（利子を含めた借金返済額）の
70％が後年度に交付税という形で国
から交付されることになります。借
り入れることのできる金額は市町村
ごとに上限があり，本市では基金造
成を含めて約 174 億円まで借り入れ
ることができます。これまで行った
主な事業は厚狭駅南部地区区画整理
事業，清掃運搬施設等購入事業，新
型ケアハウス購入事業などです。今
後も旧市町の市民が一体となったま
ちづくりに向けて，公債費負担適正
化計画（広報 10 月 15 日号に掲載）
との整合性を保ちながら事業を厳選
していきたいと考えています。

財政まめ知識

※一般会計と特別会計すべての基金残高です

まちの家計簿｜一般会計・特別会計

経常収支比率とは，市税等の一般
財源（自由に使える財源）に占め
る義務的経費（人件費・扶助費・
公債費）の割合のことをいいます。
これは，財政のゆとり度を示す重
要な指標で，割合が低ければ低い
ほど財政のゆとりがあることにな
ります。本市は 99.6％と非常に高
く，財政のゆとりがほとんどない
状況にあります。

▲厚狭駅南部地区区画整理事業イメージ
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バランスシートとは
　バランスシート（表１）とは，民
間企業でいう「貸借対照表」のこと
で「市の資産や借金がどれくらいあ
るのか」というストック（残高）の
状況を総括的に示した表です。
　現在の地方自治体の会計制度は
「現金主義・単式簿記」の手法によ
り1年間の現金の出入り（歳入と歳
出）を記録するため，年度ごとの収

まちの家計簿｜財政分析

の 家 計 簿ま ち

バランスシートと行政コスト計算書

支は明確になりますが，過去から蓄
積されてきた資産やその財源の調達
状況に関する内容が明らかにならな
いという欠点があります。しかし，
「発生主義・複式簿記」の考え方に
基づき自治体のバランスシートを作
成することで，道路・学校などの有
形固定資産や基金・現金といった財
産，さらには，地方債残高など後世
の市民の借金である負債がどれだけ

あるのかといったことがわかり，別
の角度から市の財政状況を把握する
ことができます。

バランスシートの読み方
社会資本形成の世代間負担比率
社会資本（学校・道路等）の整備の
結果を示す有形固定資産のうち，正
味資産による整備の割合をみること
により，これまでの世代によって既
に負担された分の割合をみることが

財 政 分 析

借　　方（※ 1） 貸　　方（※ 2）

【資産の部】 【負債の部】

●有形固定資産（※ 3）
773 億 5,016 万円

773 億 5,016 万円計
243 億 7,369 万円］　［うち土地

市民１人あたり　（114 万円）

●負債（※ 6）
340 億　372 万円固定負債
258 億 7,215 万円　 地方債
18 億 7,706 万円　 債務負担行為
62 億 5,451 万円　 退職給与引当金
28 億 9,249 万円流動負債
28 億 9,249 万円　 翌年度償還予定額

368 億 9,621 万円計
市民１人あたり　（55 万円）

●流動資産（※ 5）
7 億 9,457 万円現金・預金
8 億 8,671 万円未収金

16 億 8,128 万円計
市民１人あたり　（3 万円）

●投資等（※ 4）
9 億 5,433 万円投資および出資金
1 億 3,238 万円貸付金

17 億 8,747 万円基金
28 億 7,417 万円計

市民１人あたり　（4 万円）

負債・正味資産合計

819 億　561 万円
市民１人あたり　（122 万円）

資産合計

819 億　561 万円
市民１人あたり　（122 万円）

●正味資産（※ 7）
114 億 8,363 万円国庫支出金
89 億 9,863 万円県支出金

245 億 2,713 万円一般財源等
450 億　940 万円計

市民１人あたり　（67 万円）

【正味資産の部】

●バランスシート作成の対象会計は「一般会計」と「土地取得特別会計」で，総務省版作成マニュアル
に準拠して作成しており，国の指針により公表するものです。有形固定資産の計上方法は，昭和 44
年度以降の「地方財政状況調査表」を積み上げて計上しています。

●（　）の額は市民１人あたりの額で，平成 20 年 3 月 31 日現在の人口 67,039 人で計算しています。
※四捨五入の関係で各積上げと合計が一致しない場合があります。

（※ 1）借方　お金を何に，いくら使ったかを
表しています。

（※ 2）貸方　お金をどこから，いくら集めた
かを表しています。

（※ 3）有形固定資産　学校や道路の建設に使
われたお金の総額です。価格は毎年減価償却（価
格の見直し）をしています。土地代は購入した
ときの価格で累計しています。

（※ 4）投資等　関係団体への出資金や公共施
設の整備等に蓄えているお金です。

（※ 5）流動資産　現金や預金，必要なときに
現金化できる積立金，または年度末において納
められていない税金等です。

（※ 6）負債　借金返済など，これから市民が
負担する金額です。
【地方債・翌年度償還予定額】　学校，道路な
どを建設するための財源として市が借金して
いるお金です。
【債務負担行為】　有形固定資産で，物件の引
き渡しを受けたもので平成 20 年度以降に支
払う額です。
【退職給与引当金】　年度末に全職員が退職す
ると仮定した場合の退職金の合計額です。将
来負担するものとして負債に計上しています。

（※ 7）正味資産　今までの世代が負担した金
額です。これまで学校，道路などを建設するた
めに使ったお金のうち，国や県の補助金や市税
などによって取得した，今後返済の必要のない
資産です。

表１：平成 19 年度バランスシート

「バランスシート」「行政コスト計算書」の読み方についてご紹介します。
【問い合せ先】　財政課（☎ 82-1131）
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総額 （構成比） 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 その他
人にかかるコスト（※ 1） 597,064 （25.6%） 19,490 211,055 55,620 58,335 1,725 11,040 4,245 19,370 87,043 129,141 0
物にかかるコスト（※ 2） 525,242 （22.6%） 776 53,472 40,744 89,096 2,709 50,244 7,619 145,190 17,939 116,280 1,174
移転支出的なコスト（※ 3） 1,144,285 （49.1%） 258 70,126 643,302 93,441 1,553 33,173 7,608 269,617 4,892 20,313 0
その他のコスト（※ 4） 63,523 （2.7%） 63,523
行政コスト A 2,330,113 （100.0%） 20,525 334,652 739,666 240,872 5,986 94,458 19,472 434,177 109,873 265,735 64,697
構成比率 0.9% 14.4% 31.7% 10.3% 0.3% 4.1% 0.8% 18.6% 4.7% 11.4% 2.8%

使用料・手数料等 B 247,840 1 98,119 68,068 24,169 989 3,089 1,012 38,180 4,736 9,457 21
B/A (10.6%) 0.0% 29.3% 9.2% 10.0% 16.5% 3.3% 5.2% 8.8% 4.3% 3.6% 0.0%

国県支出金 C 361,444 0 21,647 282,669 3,297 142 10,928 786 28,528 10,956 2,377 116
C/A (15.5%) 0.0% 6.5% 38.2% 1.4% 2.4% 11.6% 4.0% 6.6% 10.0% 0.9% 0.2%

一般財源 D 1,515,821
D/A (65.1%)

収入合計 2,125,105
正味資産国県支出金償却額 96,899
期首一般財源等 2,560,822
差引一般財源等増減額 ▲ 108,109
期末一般財源等 2,452,713

できます。また，負債に注目すれば，
将来返済しなければならない負担の
割合もみることができます。具体的
には次のようになります。

　将来世代への負担を考えた場合，
「後世代による社会資本の負担比率」
が低い数値であることが望まれま
す。本市の場合，平成19年度では，
47.7％と，平成 18年度に比べ 0.4％
低くなっており，前年度に比べ，後
世代の負担が少なくなっていること
が分かります。

行政コスト計算書とは
　行政コスト計算書（表２）は，民
間企業で言う「損益計算書」にあた
り，バランスシートが市の資産・負
債などのストック情報を示すのに対
して，行政コスト計算書は人的サー
ビスや給付サービスなどの資産形成
につながらない当該年度の行政サー
ビスにかかるコストの情報（フロー
の情報）を示しています。

　行政コスト計算書は，民生費，教
育費といった行政活動の目的別に要
したコストを示し，行政サービスに
どれだけのコストがかかり，どれだ
け効率的なサービスが提供されてい
るのかなどを表しています。一方，
コストの財源として国・県からの補
助金がどれくらいあるのか，税金等
の一般財源がどれくらい必要なの
か，または，サービスを受ける方か
らの負担金（使用料・手数料等）で
どれくらい賄われているのかを併せ
て示しています。

行政コスト計算書の読み方
目的別からみた分析
　目的別コストの大きいものとし
て，民生費（31.7％），土木費（18.6％），
教育費（11.4％）などがあげられます。

　民生費は，総コスト 73 億 9,700
万円と最も多く，その内訳は，生活
保護費等の扶助費が 42 億 2,100 万
円，国民健康保険特別会計等への繰
出金が 17億 7,700 万円などとなっ
ています。一方，収入については，
国県支出金等 35 億 700 万円の特定
財源があり，総コストの 47.4％を
賄っていることがわかります。
　土木費は，総コスト 43 億 4,200
万円で，内訳については，道路や
市営住宅等の減価償却費等が 14億
5,200 万円，下水道事業特別会計等
への繰出金が 23 億 2,700 万円など
となっています。一方，収入につい
ては，市営住宅使用料など総額6億
6,700万円の特定財源がありますが，
総コストの15.4％しかなく，残りの
84.6％は市税等の一般財源で賄われ
ていることがわかります。
　教育費は，総コスト 26 億 5,700
万円で，この内訳は，小中学校や図
書館といった施設の管理運営費をは
じめとした物件費等が 5億 7,800 万
円，人件費が 12億 9,100 万円など
となっています。一方，収入につい
ては，各施設の使用料等 1億 1,800
万円の特定財源があるものの，総コ
ストに占める割合はわずか 4.5％し
かなく，残りの95.5％は市税等一般
財源で賄っていることになります。

まちの家計簿｜財政分析

【収入項目】

【行政コスト】 単位：万円

（※ 1）人にかかるコスト　人件費，退職手当引当金

（※ 2）物にかかるコスト　光熱水費，維持補修費や有形固定資産の減価償却など

（※ 3）移転支出的なコスト　高齢者や児童への扶助費，各種団体への補助，特別会計への繰出金など

（※ 4）その他のコスト　市債の利子，時効により納入されなかった税金など

※四捨五入の関係で各積上げと合計が一致しない場合があります。

表 2：行政コスト計算書（平成 19 年 4 月 1 日〜平成 20 年 3 月 31 日）

図 1：行政コストの内訳（目的別）

これまでの世代による社会資本負担比率

正味資産合計
有形固定資産合計

＝ ＝ 58.2％

※18年度は59.2％

後世代の社会資本負担比率

負債合計
有形固定資産合計

＝ ＝ 47.7％

※18年度は48.1％
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事業全体に係る費用　15.7％

水道料金
96.3％

水道局が依頼を受けて
行った給水管の工事等
その他の収入
3.7％

収益的収支

資本的収支

水道施設の建設・改良費用
11.2％

国等からの借入元金返済額
88.8％

水道事業会計の収益的収支

区分 決算額
水道料金 14 億 9,664 万円
水道局が依頼を受けて行った給水管の
工事（受託工事収入）等その他の収入 5,811 万円

合計 15 億 5,475 万円

区分 決算額
施設の整備・修繕のための費用 8,290 万円
きれいな水をつくるための費用 3 億 4,186 万円
家庭まで水を送る費用 9,105 万円
メーター検針や料金収納等営業に
係る費用 1 億 4,606 万円

事業全体に係る費用 2 億 4,472 万円
国等からの借入金利息（支払利息） 2 億 1,513 万円
その他（減価償却費等） 4 億 1,053 万円

費用合計 15 億 3,225 万円
収益的収支差額（利益） 2,250 万円

合計 15 億 5,475 万円

【収益的収入】

【収益的支出】

※「収益的収支差額（利益）」については，翌年度以降の建
設工事財源等に充てられます。

区分 決算額
水道施設の建設・改良費用 1 億 2,406 万円
国等からの借入元金返済額 9 億 8,558 万円

合計 11 億　964 万円

区分 決算額
国等からの借入金 6 億 1,190 万円
他会計の負担金等 2,671 万円

収入合計 6 億 3,861 万円
不足金 4 億 7,103 万円

合計 11 億　964 万円

【資本的収入】

【資本的支出】

※「不足金」については，現金を伴わない支出（減価償却費等）
や当年度以前の利益等を充てています。

水道事業会計の資本的収支

平成 19 年度の支出を 1 万円とした場合
その 1 万円は以下のように使われました。

1万円の使い道

人件費 2,134 円
委託料 180円
電気料 200円
薬品費 65円
受水費 184円
減価償却費・資産減耗費 1,553 円
企業債利息 815円
建設改良費 451円
企業債償還金 3,738 円
その他 680円

まちの家計簿｜企業会計の決算報告

の 家 計 簿ま ち
水道事業会計の決算報告企 業 会 計

　平成 19 年度水道事業会計の決算を報告します。水道事業会計は，水道料金収入や水をきれ
いにする作業および施設の維持管理等，通常的な経費の収支を表す「収益的収支」と，施設
の建設や改良等，投資にかかる収支を表す「資本的収支」で成り立っています。

【問い合せ先】　水道局総務課（☎ 83-4111）
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工業用
水道料金
98.0％

その他　　　　2.0％

【収入】 【支出】

その他
15.1％

国等からの借入金利息　　　　
3.0％

事業全体に係る費用　17.5％

工業用水を企業に送水するめの
費用　　　　　　　　　56.8％

施設の整備・修繕のための費用
1.8％

収益的収支差額（利益）

収益的収支

資本的収支

不足金

【収入】 【支出】
工業用水道施設の
建設・改良費用

49.1％

国等からの借入元金返済額
50.9％

工業用水道事業会計の収益的収支

区分 決算額
工業用水道料金 2 億 7,065 万円
その他 558 万円

合計 2 億 7,623 万円

区分 決算額
施設の整備・修繕のための費用 495 万円
工業用水を企業に送水するための
費用 1 億 5,689 万円

事業全体に係る費用 4,816 万円
国等からの借入金利息（支払利息） 838 万円
その他（減価償却費等） 4,178 万円

費用合計 2 億 6,016 万円
収益的収支差額（利益） 1,607 万円

合計 2 億 7,623 万円

【収益的収入】

【収益的支出】

※「収益的収支差額（利益）」については，翌年度以降の建設工事
財源等に充てられます。

区分 決算額
工業用水道施設の建設，改良費用 1,611 万円
国等からの借入元金返済額 1,673 万円

合計 3,284 万円

区分 決算額
国等からの借入金 0 万円

収入合計 0 万円
不足金 3,284 万円

合計 3,284 万円

【資本的収入】

【資本的支出】

※「不足金」については，現金を伴わない支出（減価償却費等）や
当年度以前の利益等を充てています。

工業用水道事業会計の資本的収支

人件費 2,767 円
委託料 110円
電気料 878円
受水費 3,090 円
減価償却費・資産減耗費 1,336 円
企業債利息 286円
建設改良費 536円
企業債償還金 572円
その他 425円

平成 19 年度の支出を 1 万円とした場合
その 1 万円は以下のように使われました。

1万円の使い道

まちの
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まちの家計簿｜企業会計の決算報告

の 家 計 簿ま ち
工業用水道事業会計の決算報告企 業 会 計

平成 19年度工業用水道事業会計の決算を報告します。工業用水道事業会計は，工業用水道料
金収入や工業用水を送水する作業および施設の維持管理等，通常的な経費の収支を表す「収益
的収支」と，施設の建設や改良等，投資にかかる収支を表す「資本的収支」で成り立っています。

【問い合せ先】　水道局総務課（☎ 83-4111）
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【収入】 【支出】収益的収支差額（損失）

入院収益
48.9％

外来収益
33.4％

特別利益
8.1％

医業外収益
4.1％

その他医業収益
5.5％

給与費
46.2％

材料費
27.8％

経費　　　　　　13.8％

減価償却費　　　4.1％

その他医業費用　　0.8％

医業外費用　　　　7.1％
特別損失　　　　　0.2％

材料費
27.8％

収益的収支

資本的収支

【収入】 【支出】

国等からの
借入金
52.1％

退職手当債
37.5％

寄附金
0.0％

他会計負担金
10.4％

退職給与金
41.8％

建設改良費　　　14.6％

退職手当債償還金　4.9％

国等からの借入元金返済額
38.7％

国等からの
借入金
52.1％

退職手当債
37.5％

病院事業会計の収益的収支

区分 決算額
給与費（病院職員人件費） 22 億 2,071 万円
材料費（薬品費，診療材料費など）13 億 3,813 万円
経費（光熱水費，委託料，修繕費など） 6 億 6,486 万円
減価償却費 1 億 9,918 万円
その他医業費用 3,786 万円
医業外費用（支払利息など） 3 億 4,084 万円
特別損失 787 万円

合計 48 億　945 万円

区分 決算額
入院収益 23 億　389 万円
外来収益 15 億 7,305 万円
その他医業収益 2 億 5,848 万円
医業外収益 1 億 9,174 万円
特別利益 3 億 8,001 万円

収益的収入合計 47 億　717 万円
収益的収入差額（損失） 1 億　228 万円

合計 48 億　945 万円

【収益的収入】

【収益的支出】

※収益的収入のうち，一般会計からの繰入金は 6 億 4,805 万円です。

区分 決算額
建設改良費（建物改修など） 2 億 2,269 万円
国などからの借入元金返済額 5 億 8,914 万円
退職手当債償還金 7,430 万円
退職給与金 6 億 3,696 万円

合計 15 億 2,309 万円

区分 決算額
国などからの借入金 8 億 7,520 万円
退職手当債（退職金支払いのための借入金） 6 億 2,990 万円
他会計負担金（一般会計からの繰入金） 1 億 7,537 万円
寄附金 41 万円

合計 16 億 8,088 万円

【資本的収入】

【資本的支出】

病院事業会計の資本的収支

人件費 4,513 円
材料費 2,113 円
経費 1,050 円
減価償却費 315円
企業債元金・利息償還金 1,182 円
その他 827円

平成 19 年度の支出を 1 万円とした場合
その 1 万円は以下のように使われました。

1万円の使い道

まちの

簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まち

家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

簿
まちの

家計簿
ま

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家

まちの
家

まちの家計簿｜企業会計の決算報告

の 家 計 簿ま ち
病院事業会計の決算報告企 業 会 計

平成 19 年度病院事業会計の決算を報告します。病院事業会計は，経営活動の状況を表す「収
益的収支」と，施設・設備整備や投資にかかる収支を表す「資本的収支」で成り立っています。

【問い合せ先】　病院局総務課（☎ 83-2355）
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59.8％
今後，収入が予想されるお金

すでに収入したお金
40.2％

59.3％
今後，支払が予想されるお金

すでに支払ったお金
40.7％

予算現額に対する歳入済額

予算現額に対する歳出済額

会計名 予算現額 歳入済額 歳出済額
一般会計 244 億 5,116 万円 113 億 9,906 万円 92 億 7,603 万円

特
別
会
計

訪問看護ステーション事業 3,005 万円 1,308 万円 1,038 万円

駐車場事業 5,075 万円 4,375 万円 1,484 万円

国民健康保険 76 億 2,306 万円 21 億 7,127 万円 29 億 9,300 万円

介護保険 41 億 2,862 万円 18 億　214 万円 17 億　602 万円

後期高齢者医療 8 億 6,131 万円 3 億　306 万円 3 億　340 万円

老人医療 20 億 6,859 万円 6 億 9,210 万円 7 億 5,396 万円

地方卸売市場事業 837 万円 114 万円 407 万円

下水道事業 42 億 7,062 万円 7 億 5,306 万円 15 億 4,666 万円

農業集落排水事業 8,416 万円 1,191 万円 3,676 万円

小型自動車競走事業 145 億 8,820 万円 61 億 7,867 万円 70 億　818 万円

合　　計 581 億 6,489 万円 233 億 6,924 万円 236 億 5,330 万円

一時借入金 0 円

市債の残高

※（　）の額は市民１人あたりの額で，平成 20 年 9 月 30 日
現在の人口 66,979 人で計算しています。

市有財産の状況

会計名 残高
一般会計 274 億 1,570 万円
特別会計 207 億 1,555 万円

計 481 億 3,125 万円
（約 72 万円）

財産の種類 財産の状況
基金（現金） 12 億 2,125 万円
土地 6,444,753 ㎡

建物 市庁舎，学校，公民館など
294,737 ㎡

一般会計と特別会計の収支状況（平成 20 年 9 月 30 日現在）

【その他の財政状況】
各企業会計の収支状況（平成 20 年 9 月 30 日現在）

会計名 収入済額 支出済額
水道事業会計 7 億 6,673 万円 7 億　448 万円

工業用水道事業会計 1 億 3,549 万円 1 億 2,028 万円

病院事業会計 20 億　 59 万円 21 億 3,359 万円

まちの

簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まち

家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

簿
まちの

家計簿
ま

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家計簿

まちの
家

まちの
家

まちの家計簿｜平成 20年度の財政状況（中間報告）

の 家 計 簿ま ち
平成20年度の財政状況中 間 報 告

平成 20年度（平成 20年 9月 30日現在）の財政状況をお知らせします。
【問い合せ先】
財政課（☎ 82-1131）/ 水道局総務課（☎ 83-4111）/ 病院局総務課（☎ 83-2355）

一時借入金
会計名 残高

水道事業会計 0 円
工業用水道事業会計 0 円
病院事業会計 9 億円

企業債の残高
会計名 残高

水道事業会計 48 億 9,462 万円
工業用水道事業会計 3 億 7,628 万円
病院事業会計 23 億 7,752 万円

※財源不足については，基金からの一時立て替えで対応しています。
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募集・試験

◇対象　
下校後および長期休暇中，家庭に
保護者が就労等のためいつも不在
の小学校 1 年〜 3 年の児童

◇申込期間　12 月1 日㈪〜 19 日㈮
※申込書類は，学校を通じて配付し

ます。（新 1 年生は就学時健康診
断時）

◇問い合せ・申込先
児童福祉課（☎ 82-1207）

◇とき　12 月14 日㈰　8:00 〜 12:00
◇ところ　小野田駅前ロータリー周辺
◇出店料　1 区画 500 円
◇申込方法　

申込先に備え付けの申込用紙に
記入のうえ提出（電話申込も可）

◇問い合せ・申込先
町田金物店（☎ 83-1403）
小野田商工会議所（☎ 84-4111）
商工労働課（☎ 82-1151）

秋の叙勲・褒章
瑞宝双光章 安部　寛二 保護司

光永　昇 元公立中学校長，元山陽小野
田市教育長

瑞宝単光章 藤田　信博 元山陽小野田市消防団分団長
三田　滋美 元山陽町消防団分団長

藍綬褒章 原野　三男 保護司

第 32 回 小 野 田 駅 前
フリーマーケット出店者募集

■上級水道企業職
◇対象　

昭和 55 年 4 月 2 日〜昭和 62 年 4
月1 日生まれで，大学を卒業した人

（平成 21年 3月卒業見込者を含む）
◇採用予定人数　1 名
◇受付期限　11月25日㈫（消印有効）
※郵送で受験申込書を請求する場合

は，120 円切手を貼ったあて先明
記の封筒（A4 サイズ）を同封してく
ださい。なお受験申込書は市ホーム
ページからもダウンロードできます。

◇第１次試験日　12 月14 日㈰
◇受験申込書の請求・問い合せ先

〒 756-0092　
山陽小野田市新生一丁目 8 番 22 号
山陽小野田市水道局総務課

（☎ 83-4111）

市 職 員 採 用 試 験

■社会人経験者等採用試験
◇対象　

昭和 44 年 4 月 2 日〜昭和 54 年
4 月1 日生まれの人

◇採用予定人数　3 名程度
◇受付期限　12 月12 日㈮
◇第１次試験日　12 月 21 日㈰
※詳しくはお問い合わせください。
◇問い合せ先

山口県人事委員会事務局
（☎083-933-4474）

山口県職員採用試験 平成 21年度児童クラブ
児 童 募 集

　受章・表彰おめでとうございます！！

危険業務従事者叙勲

国民健康保険関係功績者

ご み を 出 す と き の
ワンポイントアドバイス
■問い合せ先　環境課（☎ 82-1143）

■刃物類の出し方について
　使い古した包丁などの刃物類は，刃の部分を新聞紙
などで包んで，燃やせないごみの日に出してください。
また，収集作業の安全を図るため，「刃物」などと明記
してください。みなさんのご協力をお願いします。

学校保健及び学校安全表彰

厚生労働大臣表彰 柴田　正彦 山口県国民健康保険診療
報酬審査委員会委員

　楽しいイベントを用意しています。お気軽にお
越しください。

●と　き　11月22日㈯　10:00 〜13:00
●ところ　みつば園（南中川町）
●内　容　お茶席，ビンゴゲーム，もちまき，
　　　　　バザー（カブト虫，めだか等）

●問い合せ先　みつば園(☎ 84-5920）

み つ ば 園 祭

情報ひろば

瑞宝双光章 青山　茂 元 1等海尉
砂原　武 元県警部

瑞宝単光章 古谷　淳一郎 元県警部

文部科学大臣表彰 垣田　彌生 学校歯科医

（敬称略）
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◇対象　
市内在住，在職または在学の人

◇とき　12 月14 日㈰　9:00 〜
◇ところ　東沖緑地周辺コース
◇種目
◦ 2 km　小学校 3 年生以下
◦ 3 km　小学校 4 年生以上
◦ 5 km　中学生以上
◇申込方法　

市民体育館に備え付けの申込用紙
に必要事項を記入のうえ提出

◇申込期限　12 月 5 日㈮
◇問い合せ・申込先

山陽小野田市体育協会事務局
（市民体育館内　☎ 84-2430）

市内ロードレース参加者募集

◇対象　
市内在住の既婚男性および既婚女性

◇とき　11 月 30 日㈰　9:00 〜
◇ところ　市民体育館
◇チーム編成　

1 チーム 4 人で自治会単位
※チームを編成できない場合は，同

一小学校区の 3 自治会連合チーム
に限り許可します。

※男女混成チームは不可とします。
◇申込期限　11 月 25 日㈫
◇申込方法　

各公民館および市民体育館に備え
付けの申込用紙に記入のうえ，市
民体育館に持参または FAX にて
提出

※ 11 月 26 日㈬の 18:30 から，市民
体育館会議室で代表者会議を行い
ます。チームの代表者は必ず出席
してください。

◇問い合せ・申込先　
体育振興課 ( 市民体育館内）

（☎ 84-2430　FAX 84-2318）

パ パ さ ん， マ マ さ ん
ソフトバレーボール大会

宝くじ助成でふるさとづくりの備品を購入しました
　山陽小野田市ふるさとづくり推進協議会，小野田校区ふるさと
づくり推進協議会は，今年度，財団法人自治総合センターの一般
コミュニティ助成事業の採択を受け，地域活動に必要な備品を整
備しました。市ふるさとづくり推進協議会では，発電機，アイス
ボックス，プラスチックのテーブルとイス，ベニヤテーブル，小
野田校区ふるさとづくり推進協議会では，龍舞の子ども龍，太鼓
一式を購入し，市内のふるさとまつりなどで活用していきます。

〜地域活動に役立てます〜

▲助成により購入した子ども龍

　この事後評価原案は，都市再生整
備計画に記載した目標・指標が事業
終了時にどの程度達成されているか
を評価し，今後の市のまちづくりに有
効活用するものです。
　ぜひ，閲覧いただき，市民のみなさ
んのご意見をお聞かせください。
◇公表場所　都市計画課
※市ホームページにも掲載しています。
◇意見の提出方法　

郵送，FAX，持 参または E-mail
で提出してください。また，書面の
様式は任意としますが，住所，氏名，
電話番号を必ずご記入ください。

◇提出期限　12月1日㈪（消印有効）
◇問い合せ・意見の提出先

都市計画課
（☎ 82-1163　FAX83-2604）

まちづくり交付金事業（平原
地区）事後評価原案の公表

お知らせ

　12 月 1 日現在で，平成 20 年住生
活総合調査が行われます。この調査
は，住生活の実態や居住者の意向・
満足度等を全国一斉に調査するもの
で，今後の住生活の安定・向上に係
る施策の基礎資料となる重要な調査
です。調査の対象になった世帯には，
統計調査員証を持った調査員が調査
票の記入のお願いと回収におうかがい
しますので，ご協力をお願いします。
◇問い合せ先

建築住宅課（☎ 82-1167）
県住宅課（☎ 083-933-3874）

　平成 20 年 10 月 2 日付で，下記の
業者を市指定給水装置工事事業者に
指定しました。
○杉田産業 有限会社
　山陽小野田市大字山川 43 番地 1

（☎ 72-0179）
○株式会社 ファーストコーポレーション
　山口市宮島町 1 番 23 号

（☎ 083-934-4123）
◇問い合せ先　水道局（☎ 83-4111）

指定給水装置工事事業者の指定

◇参加料　無料
◇申込方法　電話にて申込み
◇申込期限　12 月 10 日㈬
◇問い合せ・申込先

農林水産課（☎ 82-1152）

　里山での自然体験を通して，森林・
林業に親しむための交流会を開催し
ます。シイタケの駒打ちをしたり，竹で
炊くポンポラ飯を食べながら，森林の
心地よさを体感しませんか。
◇対象　

小学生以上（小学生は保護者同伴）
◇とき　12 月14 日㈰　9:00 〜
◇ところ　平沼田自治会館
◇定員　20 人程度（先着順）

森林体験交流会参加者募集

住 生 活 総 合 調 査 に
ご協力をお願いします

●担当：市民活動推進課（☎ 82-1134）
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http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/hospital/mnj_hosp.htm

Vol.24市 民 院病 ニュース

　「理学療法」は，機械で暖めて痛みを和らげたり，
訓練などで体を動かしてけがや病気などで不自由に
なった能力を取り戻していくリハビリテーションの一
部です。
　リハビリは痛いもの，苦しいものと思っていません
か？確かにそういう面もあるかもしれません。しかし，
みなさんのそういった「ふさぎがちな心」を解きほぐ
そうと，部屋には美しい熱帯魚の水槽を置いて明るい

●山陽小野田市民病院（☎ 83-2355）

雰囲気づくりをしたり，元気が出るような話をしてみ
なさんに笑顔で機能を取り戻していただこうとつとめ
ています。リハ
ビリテーション
について何かご
不明な点があり
ましたらお気軽
に理学療法室に
お立ち寄りくだ
さい。

理学療法室

▲リハビリテーションのようす

情報ひろば

　統計資料，各種名簿，生活便覧な
ど日常生活に役立つ情報が満載です。
◇大きさ　80mm × 140mm
◇表紙　ビニールシート製（黒色）
◇価格　500 円（税込）
◇販売窓口　

企画課，市民活動推進課，総合
事務所地域行政課，南支所，埴
生支所，公園通出張所，厚陽公
民館，出合公民館，津布田会館

◇販売期限　12 月 26 日㈮
※販売期限以降はお問い合わせくだ

さい。
◇問い合せ先　企画課（☎ 82-1130 ）

各種警察相談電話のご案内
　県警察では，犯罪の被害や迷惑行
為などでお悩みの方に対して，各種
相談窓口を設け，専用電話によりさ
まざまな相談に応じています。犯罪な
どの被害に遭われた方はもとより，ご
家族や知人の方からの相談も受け付
けています。ひとりで悩まずにお気軽
に相談してください。また，県警のホー
ムページにも相談窓口電話を掲載し
ていますのでご利用ください。

　放送大学は，テレビなどの放送により授業を行う通信制の大学です。心理学・

福祉・経済・歴史・文学・自然科学など，幅広い分野を学べます。「働きながら

学びたい」「生涯学習に興味がある」など，様々な目的で幅広い世代の人が学ん

でいます。ただいま平成 21 年 4 月入学生を募集しています。詳しい資料を無

料で送付いたしますので，お気軽にお問い合わせください。

◉募集学生
　教養学部　全科履修生（4 年以上在学し，学士の学位取得を目指します）

選科履修生（1 年間在学し，希望する科目を履修します）

科目履修生（半年間在学し，希望する科目を取得します）

　大 学 院　修士選科生（1 年間在学し，希望する科目を履修します）

修士科目生（半年間在学し，希望する科目を取得します）

◉受付期間　12 月 15 日㈪〜来年 2 月 28 日㈯

【資料請求・問い合わせ先】
　〒756-0884　山陽小野田市大学通1-1-1（山口東京理科大学構内）

　放送大学山口学習センター（☎ 88-3020　http://www.u-air.ac.jp）

〜平成 21年 4月入学生を募集します〜

放送大学で学んでみませんか？
　平成 20・21 年度に市が発注する
物品の製造の請負，物品の買入れ，
物品の借入れ，物品の売払いおよび
業務委託等（工事請負および工事に
係る設計等の業務委託を除く。）の
契約に係る競争入札参加資格審査申
請の追加募集（随時）を受け付けます。
入札の参加を希望する人は，期間中
に申請書を提出してください。
※詳しくは，市ホームページをご覧い

ただくか，お問い合わせください。
◇受付期間　12 月 3 日㈬〜 15 日㈪
◇問い合せ・申請先

監理室（☎ 82-1180）

物品の調達等の競争入札
参加資格審査の申請

■総合相談電話（犯罪等による被害
の未然防止に関する相談）
☎♯ 9110( 短縮ダイヤル )
☎ 083-923-9110

■レディース・サポート 1
イチイチマル

10
（性犯罪被害などに関する相談）
☎ 0120-3

サァナヤミハナして

78387
☎ 083-932-7

ナヤミナシ

830
◇問い合せ先　

小野田警察署（☎ 84-0110）
厚狭警察署（☎ 72-0110）

平 成 21 年 版 山 口
県 民 手 帳 発 売 中



「広報さんようおのだ」　2008/11/15 − 17 −

　総務省が行った「社会生活基本調査」によると，
妻の就業の有無にかかわらず夫が家事や育児，介護な
どにかける時間は妻と比べて著しく短いという結果が
報告されています。家庭においては，特に，育児は人
間の命を育てる，これからの未来を託す人材を育てる
という重要な役割を持っており，男性も育児に責任を負
うことが一層求められています。さらに，男性の子育
てへの参加は，「男は仕事・女は家庭」「男性は主要
な業務・女性は補助的業務」など固定的役割分担意
識を変革する第一歩となるのではないでしょうか。

○子が産まれ　生活一変　私だけ
夫はいまだ独身生活

○家事育児　やろうと思えば　できるのよ
今やらないでいつやるの

○子育ては　母さんまかせじゃ　もったいない

○おいしいね男の料理　やさしいね男の育児
うれしいね男の介護

○私だって社会の一員　あなただって家庭の一員

イベント

「《世界人権宣言 60 周年》育てよう　一人一人の　人権意識
 −思いやりの心・かけがえのない命を大切に−」第 60 回人権週間

ヒューマンフェスタ
さ ん よ う お の だ

■特設人権相談所
○とき　12月5日㈮　10:00 〜15:00
○ところ　おのだサンパーク
■常設人権相談所
○とき　月曜日〜金曜日　8:30 〜17:15
○ところ　山口地方法務局宇部支局（宇部市新町10-33　☎ 21-7211）

　12月 4日〜 10 日は「人権週間」です。人権週間中，特設人権相談所
を次のとおり開設します。また，常設人権相談所は毎日（土・日・祝日を
除く）開催していますので，いじめ，虐待，家庭内のトラブルなど心配ご
とや困りごとなどについてお気軽にご相談ください。

岡本 志俊 上田 拓士郎
石部 ミチ子 児玉 邦興
須子 利江 上田 進
河口 レイ子 矢田 松夫
草田 和枝 岡部 つや子

人権擁護委員は，いつでも相談
に応じています。相談は無料で
秘密は守ります。

▶本市の人権擁護委員（敬称略）

〜市民の手で冬の夜を彩る〜
■イルミネーション点灯式
○とき　12 月 7 日㈰　18:00 〜
○ところ　中央図書館前広場
■キッズコンサート
○とき　12 月 7 日㈰　15:00 〜
○ところ　市民館
○チケット代　500 円（前売券）
※当日券は 700 円です。
■ヤングコンサート
○とき　12 月 20 日㈯　19:00 〜
○ところ　中央図書館視聴覚ホール
○出演　中華二胡学院
○チケット代　1,000 円（前売券）
※当日券は 1,200 円です。
◇チケット販売所　市民活動推進

訂正とお詫び

　11月 1日号でお知らせした内容
について誤りがありました。下記の
とおり訂正してお詫びします。

■ P4　まちの環境チェック

正）用語の説明
（※4） C

シーオーディー

OD　海域の汚濁を示す指
標で薬品による酸素消費量から
求めます。

（※5） B
ビーオーディー

OD　河川の汚濁を示す指
標で微生物による酸素消費量か
ら求めます。

イルミ　冬のファンタジー
コ ン サ ー ト 2008

〜人権を考える集い〜
◇とき　12 月 6 日㈯　13:30 〜
◇ところ　市民館
◇講師　有国智光
（周南市鹿野 長久寺 住職）

◇演題　「あなたと出会えてよかった
〜わが子遊雲に教えられたもの〜」

◇入場料　無料
◇同時開催　人権教育啓発作品表

彰式 , 人権教育啓発ポスター展示
◇問い合せ先

社会教育課（☎ 82-1204）

課，総合事務所地域行政課，中
央図書館，市民館，文化会館

◇問い合せ先　
特定非営利活動法人音

ね お ん

音
（担当：中村　☎ 83-3585）



『おもわぬ出会いがありました。』10 月 27 日から 11 月 9日まで開催された , 第 62 回読書週間の標語です。
新しい発見 , 感動や興奮との出会い , みなさんにはどんな「おもわぬ出会い」があったでしょうか。季節は
冬の気配が漂い始める頃になりましたが , 天窓から暖かい光の差し込む図書館に来て , 思い思いの一日を過
ごしてみませんか。（中央図書館職員　城戸信之）

7 日 厚狭図書館DEクリスマス（※下記参照）
11:00 〜 / 厚狭図書館

「スパイモンキー」　 14:00 〜 / 中央図書館
8 月 休館日
9 火

10 水 有帆もみの木広場　 14:30 〜 / 有帆児童館
11 木
12 金
13 土 おはなしのじかん（クリスマス会）　

14:00 〜 / 厚狭図書館
「キティとダニエルのすてきなクリスマス」　

14:00 〜 / 中央図書館
14 日 「ザ•コア」　 14:00 〜 / 中央図書館
15 月 休館日
16 火
17 水 赤崎おはなしの会　 15:00 〜 / 赤崎児童館
18 木

図書館カレンダー

図書館職員の
リレーエッセイ

■中央図書館（☎ 83-2870）
　㈫〜㈮ 9：30 〜 18：00 / ㈯・㈰ 9：30 〜 17：00
　■赤崎分館（☎ 88-0162）/高千帆分館（☎ 83-3113）
　　㈫〜㈮ 13：00 〜 17：00 / ㈯・㈰ 9：30 〜 17：00
■厚狭図書館（☎ 72-0323）㈫〜㈰ 9：00 〜 17：00

図書館つうしん

●言
こ と だ ま

魂（多田富雄 • 石牟礼道子 著）

「寡黙なる巨人」で小林秀
雄賞を受賞した多田氏と，

「苦界浄土 - わが水俣病」
の作者，石牟礼氏との往
復書簡。病の苦しみのな
かで書かれた文章の美し
さ，精神の崇高さに感動
します。（村岡）

図書館職員のおすすめの作品
●いもほり（はまの ゆか 作）

（藤原書店）

●レジェンド • オブ • ゾロ
（出演:アントニオ•バンデラス）

今まで戦ってきたゾロは普通
の生活に戻るつもりだった。再
び世界征服をもくろむ敵が現
れた。ゾロは強大な敵と戦う
ため再び立ち上がる。スティー
ブン • スピルバーグ制作総指揮
のアクション映画です。（田中）

映写会紙芝居 •本の読み聞かせ

いとこ同士のふたり
が，おじいちゃんの畑
で初めていもほりをし
ます。ふたりともじょ
うずにいもを掘れるか
な？はまのさんの心な
ごむ絵が，とてもいや
してくれます。（内藤）

（ほるぷ出版）

17 月 休館日
すえおはなしの会　 14:30 〜 / 須恵児童館

18 火
19 水 赤崎おはなしの会　 15:00 〜 / 赤崎児童館

20 木
21 金 「会議は踊る」　 13:30 〜 / 厚狭図書館

22 土 おはなしの時間　
「イソップ物語　第2巻」　

14:00 〜
14:00 〜

/
/

厚狭図書館
中央図書館

23 祝 「綾小路きみまろライブ第3集」  14:00 〜 / 中央図書館

24 休 休館日

25 火
26 水 高千帆もみの木広場　

すみれおはなしの会　
14:30 〜
15:00 〜

/
/

高千帆児童館
本山児童館

27 木
28 金 キララクラブ　 10:00 〜 / 埴生公民館

29 土 「ユニコ　魔法の島へ」　 14:00 〜 / 中央図書館
30 日 「アヒルと鴨のコインロッカー」　 14:00 〜 / 中央図書館
12/1 月 休館日
2 火
3 水
4 木
5 金 クリスマスに関する本の展示

映画化された本の展示
〜1/7㈬
〜1/7㈬

/
/

中央図書館
中央図書館

6 土 図書館講座「鳥取から学ぶ，図書館が果たすまちづくりの一歩」
講師:小林隆志（鳥取県立図書館 支援協力課長）

14:00 〜 / 中央図書館
もみの木広場　 14:00 〜 / 中央図書館

「ハローキティのはじめてのクリスマスケーキ」　

15:00 〜 / 中央図書館

厚狭図書館DEクリスマス

【と　き】12月 7日㈰　11:00 〜
【ところ】厚狭図書館
【内　容】
•11:00〜  おはなしの出前「魔法のひととき宅配便」
•13:30 〜  シャドウボックスづくり

（クリスマスバージョン）体験
•16:00 〜  クリスマスコンサート

【問い合せ先】厚狭図書館（☎ 72-0323）


